
利用者・患者

在宅療養支援病院

診療所(有床診療所)

地域密着型協力病院等

介護支援専門員

介護サービス事業所

訪問診療

訪問看護等

介護サービス

一時入院
（急変時の診療や一時受入れ） 訪問看護事業所

調剤薬局、歯科診療所等
地域包括支援センター

医療と介護が主に共通する４つの場面を意識して取り組む必要がある

医療の側面から

連携を支援

わかやま市在宅医療・介護連携安心ネットワーク（令和３年４月～）

訪問診療

かかりつけ医・

在宅療養支援診療所等

在宅医療・介護連携推進センター

在宅医療サポートセンター

連

携

介護の側面から

連携を支援

日常の療養支援 入退院支援 急変時の対応 看取り

・多職種協働による医療の提供

・緩和ケア

・家族への支援

・住み慣れた自宅や介護施設等、
患者が望む場所での看取りの
実施

・在宅療養者の病状の急変時に
おける往診や訪問看護の体制
及び入院病床の確保

・入院医療機関と在宅医療に係
る機関との協働による入退院支
援の実施

連携体制の構築

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを続けることができるよう、
在宅医療と介護を一体的に提供し、切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築を目指します。


